
しんきん電子記録債権サービス利用規定  

  

北海道信用金庫（以下「当金庫」といいます。）は、株式会社全銀電子債権ネットワーク（以下

「でんさいネット」といいます。）の窓口金融機関として、利用者（以下「お客様」といいます。）

に提供するしんきん電子記録債権サービス（以下「本サービス」といいます。）について、次のと

おり取扱いを行います。 

なお、本規定における用語の定義は、電子記録債権法、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務

規程及び株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則（以下「業務規程等」と総称します。）

において、使用する用語の例によります。  

  

第１条（利用の申込み）  

１．本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利

用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとしま

す。  

２．お申込みには、債務者として利用が可能な（この場合、債権者、電子記録保証人としても利用

が可能）お申込みのほか、次の利用を限定した特約でお申込みをすることができます。  

一 債権者利用限定特約  

      利用申込者又はお客様は、自らを債務者とする発生記録及び電子記録保証人とする単独保

証記録を請求しない場合には、債権者利用限定特約でお申込みをすることができます。  

二 保証利用限定特約  

      利用申込者又はお客様は、自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録及び変更記

録（保証人等にあっては支払等記録及び変更記録）以外の電子記録を請求しない場合には、

保証利用限定特約でお申込みをすることができます。  

  

第２条（利用資格）  

利用申込者又はお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要

件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとしま

す。  

なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられ

ない場合があります。  

１．債務者（債権者、電子記録保証人としても利用が可能）として利用される場合  

一 当金庫所定のパーソナルコンピュータ等の端末機（以下「端末」といいます。）を利用でき

る環境があること。  

二 法人の場合、当金庫の営業区域内に登記住所があるか営業所の居所があること。個人事業主

の場合、住所又は居所があること。  

三 電子交換所の取引停止処分を受けていないこと。  

２．債権者利用限定特約により利用される場合 

一  端末を利用できる環境があること。  



二 法人の場合、当金庫の営業区域内に登記住所があるか営業所の居所があること。個人事業主

の場合、住所又は居所があること。  

３．本サービスの利用者は、以下のいずれにも該当しないこととします。  

一 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴

力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準

ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます。） 

二 次のいずれかに該当する者  

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること。 

⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること。 

三 自ら又は第三者を利用して、過去に当会社又は参加金融機関に次のいずれかに該当する行為

をした者  

① 暴力的な要求行為  

② 法的な責任を超えた不当な要求行為  

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当会社の信用を毀損し、又は当会社の業務

を妨害する行為  

⑤ その他前各号に準ずる行為  

  

第３条（サービス内容） 

１．当金庫は、お客様がでんさいネットを利用するにあたり、次のサービスを提供いたします。 

一 電子記録の請求に関するサービス 

二 電子記録の開示に関するサービス 

三 でんさいの決済に関するサービス 

四 前３号に付随するサービス  

２．お客様は、業務規程等及び本規定等に従って本サービスを利用するものとします。  

  

第４条（電子記録の請求方法）  

お客様は次のいずれかの方法で、電子記録の請求を行うことができます。ただし、当金庫が定め

た場合には、第２項の方法により電子記録の請求をするものとします。 

１．端末を用いた方法  

２．当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただく方法  

  



第５条（予約請求）  

１．お客様は、電子記録の請求において、電子記録を行う日を指定することができます。  

２．前条第２項の方法により、電子記録を行う日を指定した請求について取消を行う場合、電子記

録を行う日の２営業日前までに、当該請求を取り消す旨お申し出ください。  

   

第６条（一括請求機能）  

１．お客様は、発生記録請求、譲渡記録請求、分割譲渡記録請求について、それぞれ複数の記録請

求を一括して行うことができます。  

２．前項の取扱いは端末を用いた方法でのみ利用できます。  

  

第７条（債権者請求方式の発生記録請求）  

１．お客様は、当金庫が認めた場合には、債権者として発生記録の請求をすることができます。  

２．前項の規定による請求は、当該発生記録請求の債務者の窓口金融機関が債務者に対してこの取

扱いを認めていない場合には、行うことができません。  

  

第８条（指定許可機能）  

１．お客様は、当金庫が認めた場合には、お客様自らを電子記録義務者又は電子記録権利者とする

電子記録の請求をできる権限を付与する相手方をあらかじめ指定しておくことができます。  

２．前項の規定によって指定することができる記録請求は、発生記録請求、譲渡記録請求、単独保

証記録請求に限ります。  

  

第９条（請求の制限）  

１．お客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、お客様自身が請

求することができる電子記録の範囲を制限することができます。  

２．前項の制限を解除する場合には、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことに

より、当該制限を解除することができます。ただし、当該解除は、当金庫が認めた場合に限るも

のとします。  

  

第１０条（電子記録の通知）  

１．当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取り扱います。  

一 当金庫は、電子記録された内容を、お客様に端末を用いた方法で通知します。 

二 前号の方法により通知できないものについては、別途、当金庫所定の方法により通知しま

す。  

２．保証利用限定特約により利用される場合には、前項第２号による方法のみといたします。 

 

 

 

 



第１１条（電子記録の諾否）  

債権者請求方式の諾否依頼通知、単独保証記録の諾否依頼通知、変更記録の諾否依頼通知、支払

等記録の諾否依頼通知に対して、第４条第２項の方法により承諾又は否認を行う場合には、株式会

社全銀電子債権ネットワーク業務規程に定める期限の２営業日前までにお申し出ください。  

  

第１２条（開示の請求）  

１．お客様は、次のいずれかの方法で、債権記録に記録されている事項及び記録請求の際に提供さ

れた情報の開示を請求することができます。ただし、当金庫が定めた場合には、第２号の方法に

より開示の請求をするものとします。 

一 端末を用いた方法 

二 当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただく方法  

２．開示の請求結果の通知については、第１０条と同様に取り扱います。 

 

第１３条（端末を用いた方法の本人確認等） 

お客様が端末を用いた方法により、本サービスをご利用いただく際には、次のとおり取扱いを行

います。 

１．利用責任者  

一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者（以下「マスターユーザ」

といいます。）を当金庫所定の手続により登録するものとします。 

二 マスターユーザは、マスターユーザが定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関するマ

スターユーザの権限を代行する利用者（以下「一般ユーザ」といいます。）を、当金庫所定の

手続により登録するものとします。 

三 お客様は、マスターユーザの変更又はマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当金

庫所定の手続により変更登録するものとします。当金庫は、お客様での変更登録処理が完了す

るまでの間、マスターユーザの変更又はマスターユーザの登録内容に変更がないものとして処

理することができるものとし、万一、これによってお客様に損害が生じた場合でも、当金庫の

責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

四 マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除又は一般ユーザの登録内容に変更があった

場合、当金庫所定の手続により登録するものとします。当金庫は、お客様での変更登録処理が

完了するまでの間、一般ユーザの追加登録・削除又は一般ユーザの登録内容に変更がないもの

として処理することができるものとし、万一、これによってお客様に損害が生じた場合でも、

当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

２．使用できる端末  

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加

えて、本人確認につき、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と

秘密鍵を取得・生成し、インストールされている必要があります。なお、端末の種類により本サ

ービスの対象となる取引は異なる場合があります。  

 



３．本人確認の手段  

当金庫は、電子証明書及び各種パスワードによりお客様の確認を行います。  

４．電子証明書の発行 

電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザ及び一般ユーザに対して

（一般ユーザに対してはマスターユーザを通して）発行します。  

５．マスターユーザのパスワード等の登録  

一 マスターユーザのログインＩＤ、初回ログインパスワードは、お客様自身が決定し、申込書

により当金庫に届け出てください。 

二 マスターユーザは、本サービスの利用開始前に、端末によりログインパスワード及び承認パ

スワード等を当金庫所定の方法により登録します。 

三 前２号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末に

インストールしてください。 

四 当金庫が提供する＜ビジネスダイレクト＞をご利用いただいているお客様においては、申込

書により同サービスで使用している電子証明書、ログインパスワードを、それぞれ本サービス

の電子証明書、ログインパスワードとして届け出ることができます。なお、本サービスで利用

する承認パスワード等の登録が別途必要になります。  

６．一般ユーザのパスワード等の登録  

一 マスターユーザは、端末により一般ユーザのログインＩＤ、ログインパスワード、承認パス

ワード等を当金庫所定の方法により登録します。 

二 前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にイ

ンストールしてください。 

三 前項第４号のお申込みをいただいたお客様においては、当金庫所定の方法により、当金庫が

提供する＜ビジネスダイレクト＞で使用している電子証明書、ログインパスワードを、それぞ

れ本サービスの電子証明書、ログインパスワードとして登録することができます。なお、本サ

ービスで利用する承認パスワード等の登録が別途必要になります。  

７．本人確認手続  

一 本サービスにおけるマスターユーザの本人確認方法及び依頼内容の確認方法は、マスターユ

ーザが端末にて提示又は入力した電子証明書、ログインパスワード、承認パスワードと当金庫

に登録されている各内容の一致により確認します。 

二 第６項によりすでにログインＩＤ、ログインパスワード、承認パスワード等の登録、電子証

明書のインストールが完了した一般ユーザの取引時における本人確認方法及び依頼内容の確認

方法は、一般ユーザ自身が端末にて提示又は入力した電子証明書、ログインパスワード、承認

パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。 

三 当金庫は、前２号にもとづき本人確認及び依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確

認できたものとして取り扱います。 

a.お客様の有効な意思による申込であること。 

b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 



四 当金庫が本項に定める本人確認及び依頼内容の確認をして取引を実施した場合、ログインＩ

Ｄ、ログインパスワード、承認パスワード又は電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事

故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、またそのために生じた損害につ

いては、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。  

８．電子証明書の有効期間及び更新  

一 電子証明書は、当金庫所定の期間（以下「有効期間」といいます。）に限り有効です。マス

ターユーザ及び一般ユーザは、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の

更新を行ってください。 

二 前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもっ

て失効するものとし、お客様は、以後本サービスを利用することができません。 

三 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合は、発行済の電子証明書は、

残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。  

９．電子証明書の取扱い  

一 電子証明書は、マスターユーザ及び一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者

への譲渡・貸与はできません。 

二 電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。 

三 端末の譲渡・廃棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削

除を行ってください。 

四 端末の譲渡・廃棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明

書を再度インストールしてください。 

五 マスターユーザ及び一般ユーザ本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安

全性を確保するため、すみやかに当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てくださ

い。 

a.電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除

を行わなかった場合  

b.電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合  

c.電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、又はそれらのおそれがあると判断した

場合 

この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置

を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書の第三者に

よる不正使用等による損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任

を負いません。  

１０．ＩＤ・各種パスワードの管理  

一 ＩＤ・各種パスワードは、お客様の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示

しないでください。また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知ら

れやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続を行ってください。 

二 ＩＤ・各種パスワードにつき偽造、変造、盗用又は不正使用その他のおそれがある場合は、

当金庫宛に直ちに連絡してください。 



三 本サービスの利用にあたり、各種パスワードの誤入力が当金庫所定の回数連続して行われた

場合、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める際は、お

客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続をとってください。  

１１．取引依頼の確定 

一 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示

し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通

知するものとします。この依頼内容の確認及び通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行

われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当

金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。 

二 前号の取引において、実施結果及び取引依頼の確認内容に不明な点がある場合又はその通知

が受信できなかった場合は、当金庫まですみやかにご照会ください。この照会がなかったこと

によって生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責

任を負いません。  

  

第１４条（利用日・利用時間）  

１．第３条に定めるサービスの利用日及び利用時間は、当金庫所定の利用日及び利用時間としま

す。  

２．当金庫所定の利用日及び利用時間については、変更する場合があります。変更する場合には、

その旨を事前に通知又は公表するものとします。  

  

第１５条（決済口座）  

１．お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書

により当金庫に届け出てください。  

２．当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として

指定可能な預金の種類は普通預金口座又は当座預金口座とします。 

３．届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。  

４．届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。  

５．決済口座の追加・変更及び削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出

てください。  

  

第１６条（利用手数料）  

１．本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の方法により表示する手数料（以下「利用手数

料」といいます。）をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。  

２．当金庫は、利用手数料を普通預金規定（無利息型普通預金を含みます。）、ブックレス普通預金

規定（無利息型ブックレス普通預金を含みます。）、総合口座取引規定及び当座勘定規定（一般当

座用）にかかわらず、通帳・お引出票・キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることな

しに、あらかじめ指定された決済口座から（複数ある場合には代表口座から）、当金庫所定の日

に自動的に引落しします。  



３．当金庫は、利用手数料を変更する場合があります。変更する場合は、その旨を事前に通知又は

公表するものとします。  

４．お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の方法により表示する諸手数料及び消

費税を支払うものとします。  

５．過去にお客様であった方やその他利害関係者が当金庫に対して電子記録に関する開示の請求を

する場合には、当金庫所定の方法により表示する手数料及び消費税をいただきます。  

６．資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求します。  

７．特例開示など一部サービスの利用手数料については、決済口座からの自動引落しではなく、取

引店で利用手数料をお支払いいただきます。  

  

第１７条（口座間送金決済）  

１．債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でん

さいの決済資金を決済口座にご準備ください。  

２．当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済

資金を普通預金規定（無利息型普通預金を含みます。）、ブックレス普通預金規定（無利息型ブッ

クレス普通預金を含みます。）、総合口座取引規定及び当座勘定規定（一般当座用）の定めにかか

わらず、通帳・お引出票・キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫

所定の時間に決済口座から引落しのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払込

みを行います。 

なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払込みは、翌営業日に行います。  

３．前項による決済口座からの決済資金の引落しができない場合は、債権者の口座への払込みを行

うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入

金があれば、払込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払込み

は、翌営業日に行います。  

４．支払期日が同日の複数のでんさいの支払いがあった場合又はその他小切手、手形の支払等があ

った場合、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行います。  

５．でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額

単位で引落しを行います。  

  

第１８条（口座間送金決済の中止）  

債権者又は債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことに

より、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。  

  

第１９条（支払不能時の取扱い）  

１．当金庫は、お客様の決済口座からでんさいの決済資金を引き落とせない事由が生じた場合、そ

の事由をでんさいネットへ通知するものとします。 



２．前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を

当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることが

できます。  

３．前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に

預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい

事故調査会が債務者の異議申立預託金の預入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場

合には、この限りではありません。  

４．支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提

出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預入れ

の免除の申立をすることができます。  

  

第２０条（債権者利用限定特約等）  

１．当金庫は、当金庫が必要と認めた場合に債務者利用停止措置をとることができます。この場

合、業務規程等に基づき、当金庫所定の期間を経過した後、債権者利用限定特約を締結した利用

者として取扱います。 

２．お客様が、債権者利用限定特約又は保証限定特約望の場合には、当金庫所定の書面を当金庫の

取引店にご提出いただくことにより、当金庫の審査を得たうえで、当該特約の解除を行うことが

できます。 

３．前項の債権者利用限定特約には、第１条第２項に基づき同特約の利用申込を行った場合のほ

か、本条第１項又は業務規程等の定めにより債権者利用限定特約を締結した利用者として取り扱

う場合を含みます。  

 

第２１条（利用者登録事項の変更）  

お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当

金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損

害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。  

  

第２２条（個人であるお客様が死亡した場合の取扱い）  

１．お客様が死亡した場合に相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、相続人等の代表者が

当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出ください。  

２．相続人等の代表者は、前項の届出書に、次に掲げる書類を添付してください。 

一 でんさいネットが指定する書類 

  二 当金庫が指定する書類  

３．相続人等は、第１項の書面を提出した後、当金庫所定の手続が完了した後でなければ、本サー

ビスを利用することはできません  

  

 

 



第２３条（合併及び会社分割の取扱い）  

１．お客様の合併又は会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合には、利用契約の地位を

承継したお客様は、遅滞なく、当金庫の取引店に対し、当金庫所定の書面により、その旨届け出

てください。  

２．前項の場合には、お客様は、前項の届出後、当金庫所定の審査の結果、承継した利用契約の地

位に基づく本サービスの全部又は一部を利用できない場合があります。 

 

第２４条（利用者による解約）  

１．お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる

契約の解約の申出を行うことができます。  

２．前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者又は債権者とするでんさいのうち、解約の対

象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したとき

に行うことができます。  

  

第２５条（当金庫による解除等）  

１．当金庫は、お客様が次に掲げる事由に該当する場合には、お客様に事前に通知したうえで、本

規定に基づく契約を解除することができます。 

一 株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程に定める解除事由に該当した場合 

二 第２条に規定する要件を満たさなくなった場合 

三 本規定に違反した場合 

四 その他当金庫が前各号に準ずると認めた場合  

２．当金庫が、前項の規定により解除の通知を発信した場合には、発信時に効力が生じる旨の定め 

があるものを含め、到達のいかんにかかわらず、通知する解除日にその効力を生ずるものとしま

す。  

３．本規定による契約が解約又は解除された後も、第１６条（利用手数料）、第３３条（機密保

持）、第３５条（免責事項）、第３８条（規定等の変更）及び第４０条（準拠法・合意管轄）の規

定はなお効力を有するものとします。  

  

第２６条（解約時の未処理取引） 

 当金庫は、利用契約が解約又は解除等により終了した場合には、その時までに各種請求等の処理

が完了していない取引依頼について、その処理をする義務を負わず、またそれによって生じた損害

についても責任を負いません。 

 

第２７条（破産手続開始決定等の届出等）  

 お客様は、破産手続開始決定等、業務規程等で定める事由が生じた場合には、遅滞なく、当金庫

の取引店に、その旨届け出るものとします。  

  

 



第２８条（でんさいライトから本サービスへの移行） 

 でんさいライトから本サービスへ移行する場合において、仕掛中債権に該当するでんさいがない

状態においてのみチャネル移行を許容します。 

 

第２９条（電子記録の訂正等の届出）  

お客様は、自己の請求に係る電子記録について、異なる内容の記録がされているなど業務規程等

に定める事由があることを知った場合は、当金庫の取引店等に直ちにその旨届け出るものとしま

す。  

  

第３０条（利用可能な文字） 

１．決済口座等におけるお客様の名称もしくは氏名等にでんさいネットが指定していない文字等が

含まれている場合、でんさいネットが指定する文字に変更することがあります。 

２．お客様は、お客様または他の利用者の名称または氏名等にでんさいネットが指定していない文

字等が含まれている場合において、でんさいネットが指定する文字等で記録されたときに異議を

述べることができないものとします。 

 

第３１条（利用者情報の取扱い）  

１．当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うととも

に、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。  

２．当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。  

なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第１号から第３

号までの利用とします。また、本項第４号から第９号の目的のために利用できる利用者情報は、

当金庫のお客様に関するものに限ることとします。 

一 でんさいネットから委託を受けた業務を遂行するため 

二 でんさい取引円滑化のため  

三 当金庫の与信取引上の判断のため  

四 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認等や、本サービスを利用する資格

等の確認のため 

五 本サービスの申込の受付及び継続的な取引における管理のため  

六 お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため  

七 市場調査、データ分析及びアンケートの実施などによる金融サービスの研究や開発のため 

八 当金庫の金融商品・サービスに関する提案のため   九 その他当金庫との取引を円滑に行う

ため  

３．当金庫は、参加金融機関業務を遂行するため、でんさい取引円滑化のため及び参加金融機関の

与信取引のために、でんさいネット及び第三者に対して利用者情報を提供し、お客様は当該提供

について同意するものとします。  



４．でんさいネットは、電子債権記録業を遂行するため、でんさい取引円滑化のため及び参加金融

機関の与信取引のために、第三者に対して利用者情報を提供し、お客様は当該提供について同意

するものとします。  

５．でんさいネット又は当金庫は、業務規程等にもとづき他の利用者又は債権記録に記録されてい

る事項若しくは記録請求に際して提供された情報の開示を請求した者に対して、次に掲げる事項

を開示し、お客様は、当該開示について同意するものとします。 

一 発生記録における債務者の決済口座に係る情報 

二 譲渡記録における譲受人の決済口座に係る情報 

三 支払等記録における支払等を受けた者に係る情報 

四 利用者等の属性、利用者番号及び代表者名 

五 譲渡記録における譲渡人に係る情報（決済口座を含みます。）  

六 強制執行等記録における強制執行等を受けた電子記録名義人に係る情報 

七 支払不能事由に係る情報 

八 異議申立の有無に係る情報  

九 電子記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知又は当該請求の取消に係

る情報 

十 その他業務規程等で開示の対象となる情報  

  

第３２条（障害時の対応） 

 当金庫は、でんさいネットの障害等によりお客様が本サービスを用いた記録請求ができない場

合、業務規程等に基づき書面により記録請求を受け付けるものとします。 

 

第３３条（機密保持）  

お客様は、本サービスによって知り得た当金庫及び第三者の機密を外部に漏洩しないものとしま

す。  

  

第３４条（通知等の連絡先）  

１．当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。

その場合、当金庫に届け出た氏名（名称）・住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先と

します。  

２．当金庫がお客様に宛てて通知・照会・確認を前項の連絡先のいずれか一つに対して、発信、発

送し、又は送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事

由により、これらが延着し、又は到達しなかったときでも、発信時に効力が生じる旨の定めがあ

るものを含め、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、これにより生じた損害につ

いては、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。  

３．当金庫の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話・電子メールの

不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた

損害については、当金庫は責任を負いません。  



第３５条（免責事項）  

１．当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座（代表口座）による届出印とし、お客様は当

該届出印を今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使

用するものとし、当該届出印を押印して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の

意思を表示した書面であるものとみなします。  

２．当金庫が諸届書類又は諸請求書類に使用された印影又は署名を、届出印（又は署名鑑）と相当

の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、その諸届書類又は諸請求

書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の

責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。  

３．当金庫がお客様の電子証明書、ＩＤ、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登

録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行っ

た場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合で

も、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責

任を負うものとします。  

４．当金庫以外の参加金融機関又はでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取

扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いませ

ん。  

５．災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様

に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。  

６．当金庫又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回

線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤

謬・遅延・欠落等が生じた場合、又は盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した

場合、それらのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、

当金庫は責任を負いません。  

７．本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当

金庫所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記

録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除

き、当金庫は責任を負いません。  

８．本サービスに使用する端末及び通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任にお

いて確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありま

せん。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、又は成立した場合、それ

により生じた損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負

いません。  

９．法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合

（当局検査を含む。）、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める

手続にもとづいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じ

た損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。  

  



第３６条（でんさいの活用）  

１．お客様は、当金庫に対し、別に締結する信用金庫取引約定書等にもとづき、当金庫所定の手続

によりでんさいの割引等の申込みをすることができるものとします。  

２．割引申込に関して、お客様は、当金庫に対し、割引希望日の３営業日前の１５時までに割引申

込を行うものとします。この際、次の条件を前提とすることとします。 

一 業務規程等に基づく譲渡・分割譲渡記録請求の手続きについては、当金庫に依頼すること 

二 当該記録請求は、当金庫が定める日時において行われること及び申込人であるお客様を電子

記録保証人とする保証記録が随伴されること 

三 当金庫が、譲渡された電子記録債権を返還する場合の当金庫による記録請求の手続きは、で

んさいネットが記録請求を制限していない期間において、当金庫を電子記録保証人とする保証

記録が随伴しない譲渡記録によって行われること 

四 前号の記録請求の手数料は申込人であるお客様が負担すること 

３．割引申込に関して、当金庫は、お客様から割引申込を受ける都度、当金庫所定の審査を行い、

当該申込を謝絶する場合があります。審査結果については都度通知します。 

４．割引申込に関して、お客様は、希望日に割引がされないことがあることにつき、同意します。

希望日より割引が遅延又は割引されなかったことにより損害等が生じても、原則として当金庫の

責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

 

第３７条（関係規定の適用・準用）  

本規定に定めのない事項については、普通預金規定（無利息型普通預金を含みます。）、ブックレ

ス普通預金規定（無利息型ブックレス普通預金を含みます。）、当座勘定規定（一般当座用）等の各

規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関し

ては本規定が優先的に適用されるものとします。  

  

第３８条（規定等の変更）  

１．この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由がある

と認められる場合には、店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で

周知することにより、変更できるものとします。  

２．前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用するものとします。  

３．当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたと

しても、当金庫は責任を負いません。  

  

第３９条（業務規程等による取扱い）  

１．本サービスについては、前各条のほか、業務規程等その他でんさいネットが定めた規則に従っ

て処理するものとします。  

２．災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第１７条第２項に

かかわらず、支払期日が経過したでんさいについても決済口座から支払うことができるなど、そ

の緊急措置に従って処理するものとします。  



３．前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除

き、当金庫は責任を負いません。  

  

第４０条（準拠法令、合意管轄）  

１．本規定の準拠法は日本法とします。  

２．本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

以 上  

（2024年 11月 18日現在）  


